
別紙１ 

都市整再第 号 

敷地譲渡契約書（案） 

（亀戸・大島・小松川第三地区Ｅ４３街区） 

 

東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業の施行者 東京都

（以下「甲」という。）を譲渡人とし、同事業の特定建築者        （以下「乙」

という。）を譲受人として、甲乙間において、次の条項により敷地譲渡契約（以下「この契

約」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この契約は、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発

事業の敷地の譲渡に関し、必要な事項を定め、もって事業の円滑な推進を図ることを目

的とする。 

 

（対象となる敷地及び敷地譲渡金額） 

第２条 甲は、次に掲げる敷地（以下「この敷地」という。）を、この敷地内に残存する土

壌汚染対策を土地の改変時に実施することを条件に、金      円をもって乙に譲

渡するものとする。 

街区 所在 地番 地目 地積（㎡） 

Ｅ４３ 江戸川区小松川一丁目 ６－１２ 宅地 ３，７１０．１５ 

２ 前項の金額は、この敷地の土壌汚染を考慮した価格とする。 

 

（特定施設建築物の建築） 

第３条 乙は、事業計画等（都市再開発法（昭和４４年法律第３８号。以下「法」という。）

第１１８条の２８号第２項において準用する同法第９９条の４に規定する建築計画の内

容を含む。）に適合する特定施設建築物を、次条に定める完了公告の日までに整備しなけ

ればならない。 

 

（特定施設建築物工事の完了公告の日） 

第４条 法第１１８条の１７の規定に基づく当該特定施設建築物に関する建築工事の完了

公告の日（以下、「完了公告の日」という。）は、平成２８年３月末日とする。 

ただし、天災地変その他の不可抗力、関係諸官庁の指導その他正当な理由に基づく乙

による完了公告の日に関する協議を甲が承認したときは、この限りではない。 

 

（契約保証金） 

第５条 乙は、この契約に関し、契約保証金として金        円を、甲が指定す

る日までに甲の発行する納入通知書により、納入しなければならない。 

２ 仮契約保証金       円については、本契約保証金に充当する。 

３ 第１項の契約保証金は、第２条の敷地譲渡金額の一部に充当するものとする。 

 



（敷地譲渡金額の納入方法及び期限） 

第６条 乙は甲に対して、第２条に定める敷地譲渡金額を、完了公告の日までに、甲が発

行する納入通知書により、納入しなければならない。 

 

（延滞金） 

第７条 乙は、第２条に定める敷地譲渡金額を、前条に定める支払期限までに支払わない

ときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年１４．６パー

セントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を支払わなければならな

い。この場合において、年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。 

 

（所有権の移転） 

第８条 甲が特定施設建築物の建築の完了を認め、乙が第６条に定める敷地譲渡金額（前

条に定める延滞金があるときは、この支払を含む。）の納入を完了したときは、甲から乙

へ、この敷地の所有権が移転するものとし、法第１１８条の２８第２項で準用する法第

９９条の６第２項の規定により、甲は速やかに所有権移転登記を嘱託するものとする。 

２ 前項の所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（敷地の使用） 

第９条 乙は、法第１１８条の２８で準用する法第９９条の５に規定する敷地整備完了通

知により通知のあった日（以下、「完了通知の日」という。）から第４条に定める工事完

了公告の日までの間、この敷地を第３条に定める特定施設建築物の建築のために使用で

きる。ただし、この敷地のうち、完了公告の日を期限として、別途、駐車場として使用

するために、公益財団法人東京都道路保全公社が甲に土地の使用許可を受けた箇所（「公

社使用箇所」という。）については、この限りでない。 

２ 前項の敷地（公社使用箇所を除く）の使用料は無償とする。 

３ 乙は、使用期間中、この敷地（公社使用箇所を除く）を自己の責任と負担の下に管理

しなければならない。 

 

（瑕疵担保責任） 

第１０条 甲は、この敷地に隠れた瑕疵があっても、その責を負わないものとする。 

２ 前項の瑕疵は、特定施設建築物の建築の支障となる地中障害物や汚染土壌を含むもの

とする。 

 

（汚染土壌の処理） 

第１１条 この敷地は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京

都条例第２１５号。以下「条例」という。）及び条例第１１３条の規定に基づく東京都土

壌汚染対策指針（平成１５年２月１４日 東京都告示第１５０号。以下、「指針」という。）

に従って土壌の汚染状況調査を実施しており、環境基準を超える汚染土壌の存在が判明

している。 

この汚染土壌については、乙の責任において、条例に規定する手続に従って拡散防止

計画を策定し、処理するものとする。 

２ 前項により乙が行う汚染土壌の処理及び手続等に要する費用は、全て乙が負担するも



のとする。 

３ 所有権の移転後に、汚染土壌の処理が必要になった場合も、乙はその処理等に要する

費用を甲に請求することはできないものとする。 

４ 乙は、この敷地の所有権を第三者に譲渡する場合は、土壌汚染対策に関する法令を遵

守することを条件としなければならない。 

 

（建築開始指定期日等） 

第１２条 乙は、完了通知の日から、速やかに建築計画に従って特定施設建築物の建築を

開始しなければならない。 

２ 乙は、特定施設建築物の建築工事に着手したとき及び建築工事が完了したときは、甲

に対し遅滞なくその旨を届け出なければならない。 

３ 乙は、やむを得ない理由により、特定施設建築物の建築の開始又は建築工事の完了が

できない場合は、あらかじめ延期を必要とする理由及び建築工事を開始又は完了する日

を記載した書面により協議し、甲の承認を得なければならない。 

 

（建築計画等の変更） 

第１３条 乙は、建築計画等の内容を変更する場合は、事前に建築計画等の内容を変更す

る理由を記載した書面により協議し、甲の承認を受けなければならない。 

 

（公序良俗に反する使用等の禁止） 

第１４条 乙は、この敷地を東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号）第

２条第２号に規定する暴力団又は同条第４項に規定する暴力団関係者の事務所等その活

動の拠点となる施設の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、この

敷地の所有権を第三者に移転し、又はこの敷地を第三者に貸してはならない。 

 

（実地調査等） 

第１５条 甲は、完了通知の日から完了公告の日までの間、施行状況を確認するため、随

時に実地調査を行うことができる。この場合において、乙は甲に協力しなければならな

い。 

２ 乙は、甲が必要と認め、施行状況等の報告を請求したときは、事実を証する資料を添

えて、甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、公序良俗に反する使用等のおそれがあると客観的に認められる場合において、

甲から要求があるときは、この敷地の利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の

資料を添えて、この敷地の利用状況等を甲に報告しなければならない。 

 

（契約の解除） 

第１６条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

なお、契約解除により乙に損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。 

（１） この契約条項に違反したとき。 

（２） 建築計画に従って特定施設建築物を建築しなかったとき。 

（３） この契約に当たり、虚偽の申立て又は記載若しは不正の手段により購入したこと

が明らかになったとき。 

（４） 違法行為等により社会的信用を失墜したとき。 



（５） 建築工事の施行に当たって、良好な地域住民関係を損なったとき。 

２ 甲は、乙が第１４条の規定に違反したときは、催告をしないでこの契約を解除するこ

とができる。 

３ 甲は、第１項の規定により契約を解除する場合は、書面で乙に通知しなければならな

い。 

４ 甲は、この契約を解除したときは、乙の負担した契約の費用及び乙が支出した経費、

その他一切の費用は負担しないものとする。 

 

（違約金） 

第１７条 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、第５条の契約保証金

に相当する金額を、違約金として甲に支払わなければならない。ただし、甲が乙から第

５条に定める契約保証金を既に受領している場合は、甲は当該契約保証金を違約金に充

当するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により違約金を徴収する場合は、書面で乙に通知しなければならな

い。 

３ 乙は、甲が前条の規定に基づきこの契約を解除したことによって、甲が損害を受けた

ときは、第１項の違約金のほか、甲が算定した損害額を、甲が定めるところにより甲に

支払うものとする。 

 

（原状回復） 

第１８条 乙は、第１６条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指示する期間内

に、自己の負担により、この敷地を原状に回復しなければならない。ただし、甲がこの

敷地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することが

できる。 

 

（危険負担） 

第１９条 この敷地が完了通知の日以前に天災地変その他の不可抗力により、その全部又

は一部について滅失又は毀損したときは、その損失は甲の負担とする。 

２ 前項の場合において、乙がこの契約を締結した目的を達することができないときは、

乙は本契約を解除することができる。 

３ 乙が前項によりこの契約を解除したときは、甲は第５条により受領した契約保証金に

相当する金額を返還する。ただし、当該還付金には、利息を付さないものとする。 

４ 本条の規定により乙がこの契約を解除したときは、乙の負担した契約の費用、乙が支

出した経費その他一切の費用を甲は負担しないものとする。 

 

（公租公課） 

第２０条 この敷地の所有権移転登記の完了後、この敷地に対する公租公課は乙の負担と

する。 

 

（住所等の変更の届出） 

第２１条 乙は、この契約の締結の日から第８条第１項による所有権移転登記が完了する

までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、遅滞なく書面

をもって甲に届け出るものとする。 



（１） 名称又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 

（２） 解散又は合併したとき。 

 

（契約の費用） 

第２２条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第２３条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、東京地方裁判所

を管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定） 

第２４条 この契約に定めのない事項又はこの契約の解釈に疑義を生じた場合については、

甲乙が協議して定めるものとする。 

 

 

 

 以上、契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 平成２７年  月  日 

 

 

甲  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区 

第二種市街地再開発事業 施行者 東京都 

契約担当者 

東京都都市整備局長  安 井 順 一 

 

乙  （住所 法人名 代表者氏名） 


